
　皆さんが 18 歳になると、わたしたちの代表を選挙で選ぶことができる権利、「選挙権」を
持つことになります。選挙権は、皆さんの声を政治に反映させることのできる大切な権利です。
　しかし、権利には、それを正しく行使する責任が伴います。選挙権を持つということは、
同時に社会の一員としての責任を負うということでもあります。
　社会や生活のことを真剣に考えて、投票しましょう。

あなたの声を政治に届けよう! !

選挙権を持つのは、もうすぐです!!

なぜ選挙は大切なんだろう?

若者の
投票率は？

投票率が
低いと

何が問題
なの?

投票の
方法は？

選挙のことを
もっと知ろう！
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山形県選挙管理委員会HP

公益財団法人明るい選挙推進協会HP

山形県選挙管理委員会　山形県明るい選挙推進協議会
山形市松波2丁目8番1号　TEL 023-630-2081　FAX 023-630-2130

https://www.pref.yamagata.jp/kensei/senkyo/index.html
http://www.akaruisenkyo.or.jp/

●投票所の様子
代理投票記載台
点字投票記載台 投票記載台 車椅子用記載台
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投票所入場券・
選挙公報を受け取る

投票所に行く

投票用紙に記入する受付をして
投票用紙をもらう

投票所から出る投票する

衆院選投票率の推移衆院選投票率の推移

●投票率の状況
年齢別推計投票率（県内） R３ 衆院選

●若者が選挙に行かないとどうなる?
若者の声や意見が届かず、政治に反映されにくくなってしまう。

「選挙のめいすいくん」

投票は
大切な
権利です

単位：％

投
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投5 投６
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選挙のめいすいくんの妹
「メイちゃん」

まだ選挙権がないみんなも、親などの選挙権を持って
いる人と一緒であれば、投票所に入ることができるよ！

　その結果、学生支援や子育て支援などの若者のための政策が後回しにされるかもしれない。
　選挙権の年齢要件が満20歳から満18歳に引き下げられたのには、「もっと若者の意見を政
治に反映させたい」「若者に未来の日本の在り方を決める政治に関与してもらいたい」という
意図があります。
　これから皆さんに与えられる権利を無駄にせず、将来の社会・生活のために、真剣に考え
投票しましょう。

入場券を忘れない
ようにしましょう。
(入場券を失くした
場合でも、住所・氏
名等を確認できれ
ば投票できます。)

皆さんの家に入場券
と選挙公報が届けら
れます。よく読んで誰
に投票したらよいか
決めましょう。

投票所には
投票を記載
する台と筆
記用具等が
準備されて
います。

受付では、あ
なたが投票
できる人なの
かどうか名
簿を見て確
認します。

これで投票はおわり
です。意外と簡単で
しょう?ちなみに投
票所は原則として朝
7時から夜8時まで
開いています。

いよいよ投票箱
に投票用紙を入
れます。


